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会員登録システム年度末メンテナンスのお知らせ 

 

平素より本会の事業運営にご理解・ご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

会員登録システムの年度末メンテナンスについて、下記のとおりご案内申し上げます。 

 

記 

 

1. 2025 年度内のお支払い可能日（決済方法別） 

今年度内に決済可能な期限は、以下のとおりです。 

 コンビニ決済：    2026 年 3 月 26 日（木）23:59 まで 

  ペイジー決済：    2026 年 3 月 26 日（木）23:59 まで 

  クレジットカード決済：2026 年 3 月 31 日（火）22:59 まで 

  口座振替決済：    2026 年 3 月 31 日（火）22:59 まで 

※2025 年度分の登録料は、上記期限までに会員登録システム上で決済を完了してください。 

 メンテナンス終了後、決済可能となります。 

2. システム停止期間（年度末メンテナンス） 

下記の期間、会員登録システム（審判、物販、確認システムを含む）が停止し、すべての

機能がご利用いただけません。 

 

【停止期間】  2026 年 4 月 1 日（水）0:00 ～ 19:00 

 

3. 年度末メンテナンスで実施される処理 

メンテナンス中に、以下の年度切替処理が行われます。 

①  決済カートのリセット 

決済対象者の選択状態が削除されます。 

途中まで進めていた決済がある場合、カートは空になります。（物販システムのカート

は、現状のまま空になりません。） 

②  有効期限の更新 

2025 年度（令和 7 年度）中に 2026 年度（令和 8 年度）分の登録料が未払いの会員は、

有効期限切れとなります。 

登録料をお支払いいただくことで、有効な会員状態に戻ります。 



③  小学生・中学生・高校生の自動脱退処理 

以下の条件に該当する会員は、所属団体から自動的に脱退となります。 

  ・小学生・中学生・高校生の会員 

  ・団体情報の「年度末処理」設定が 「対象」 の団体に所属 

  ・2026 年度（令和 8 年度）分の登録料が未払い 

※2026 年度分の登録料を 2025 年度中に支払い済みの場合は、自動脱退の対象外です。 

 

4. 団体の「年度末処理」設定について 

団体情報に「年度末処理」の設定項目が追加されています。 

 ・自動脱退の対象にしたくない団体 

→ 団体情報の変更画面で「対象外」を選択してください。 

 ・小・中・高生の会員が所属していない団体 

→ 自動脱退は行われませんので、設定変更は不要です。 

※設定を変更しない場合、「対象」が選択された状態となっています。 

 

5. 自動脱退対象外選択の団体における新年度の所属移動 

 ・新年度に所属を移動する場合、元の所属団体でその年度の登録料が未払いであれば、移

動先団体で追加処理を行うことで所属移動が可能です。 

→ 元の団体で脱退処理を行う必要はありません。 

 ・登録料支払い後に所属を移動する場合は、移動元団体と移動先都道府県協会の双方の同

意の上で申請が必要です。 

 

６．システムメンテンナンスについてのお問い合わせ先 

ファインソリューション株式会社 

会員登録システムサポートセンター 

TEL：03-6689-7644 FAX：03-5812-9721 

E-mail：info-nba@finesolution.co.jp 

 


